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序　　　　　文

国際協力事業団は、1997 年（平成 9 年）1 月にフィリピン共和国側と締結した討議議事録

（R/D）等に基づき、フィリピン共和国内における農薬のモニタリングシステムの整備を目的とす

るプロジェクト方式技術協力「農薬モニタリング体制改善計画」を、1997 年 3 月 31 日から 5 年間

の予定で実施してきました。

このたび、プロジェクトの協力期間終了を 6 か月後に控え、その活動実績の総合的な評価を行

うとともに、今後の対応策などについて協議するため、2001 年（平成 13 年）9 月 24 日から 10 月

5 日まで、国際協力事業団筑波国際センター所長 狩野 良昭を団長とする終了時評価調査団を現地

に派遣しました。

同調査団は、フィリピン共和国側評価委員と合同評価委員会を構成して最終評価にあたりまし

た。その結果、プロジェクトはその目的をほぼ達成し、予定どおり 2002 年（平成 14 年）3 月 30 日

をもって終了しうることが明らかになりました。

本報告書は、同調査団によるフィリピン共和国政府関係者との協議・調査ならびに評価結果を

取りまとめたものであり、本プロジェクトや関連する国際協力の推進に活用されることを願うも

のです。

終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を

表します。

平成13 年 11 月

国 際 協力事業団　　

理事　鈴木　信毅　　
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略 　語 　一 　覧

ADI 1 日摂取許容量（Acceptable daily intake）

ATI 農業研修局（Agricultural Training Institute）

BAFPS 農水産品規格局（Bureau of Agriculture and Fishery Product Standards）

BNCRDC バギオ国立作物研究開発センター

BPI 作物産業局（Bureau of Plant Industry）

BAS 農業統計局（Bureau of Agricultural Statistics）

CPAP フィリピン作物保護協会（Crop Protection Association of the Philippines）

DA 農業省（Department of Agriculture）

FAPF 海外援助プロジェクト基金

FFS 農家圃場学校（Farmer Field School）

FNRI 食品・栄養学研究所（Food and Nutrition Research Institute）

FPA 肥料農薬庁（Fertilizer and Pesticide Authority）

GAP 適正農業基準（Good Agricultural Practice）

GLP 適正検査基準（Good Laboratory Practice）

IRRI 国際稲研究所（International Rice Research Institute）

LBNCRDC ロスバニョス国立作物研究開発センター

LGU 地方自治体（Local Government Unit）

MRL 最大残留基準（Maximum Residue Limit）

NCPC 国立作物保護研究所（National Crop Protection Center）

NEDA 国家経済開発庁（National Economic and Development Authority）

NPAL 中央農薬分析ラボラトリー（National Pesticide Analytical Laboratory）

PAL 農薬分析ラボラトリー（Pesticide Analytical Laboratory）

SPRT 作物残留試験（Supervised Pesticide Residue Trials）



評価調査結果要約表�

国名：フィリピン共和国�

Ⅰ．案件の概要�

分野：農業一般

所轄部署：農業開発協力部農業技術協力課�

案件名：農薬モニタリング体制改善計画

援助形態：プロジェクト方式技術協力

協力金額（評価時点）：�

先方関係機関：農業省作物産業局
農業省肥料農薬庁

日本側協力機関：農林水産省、厚生労働省�

他の関連協力：�

無償「残留農薬監視体制強化計画」�

協力期間

（R／D）：1997.3 .31～2002.3 .30

（延長）：
（F／U）：

（E／N）（無償）

1．協力の背景と概要
フィリピン国では、1970年代に米などの高収量品種が導入され、単位面積当たりの収量は向上
したが、高収量品種は病害虫に弱いため、農薬の多用を招く結果となった。最も多く使用されて
いる農薬は殺虫剤、殺菌剤であるが、除草剤の使用も増加しつつある。一方、残留農薬の監視に
ついては、食品の安全性及び地球環境の面から、その強化の必要性が高まっている。フィリピン
国では現在、国連 FAO/WHO食品規格委員会の勧告基準（Codex基準）を暫定基準として使用し
ているが、フィリピン国の気候及び食生活に応じた独自の残留農薬基準の設定が望まれている。
こうした状況から、同国政府は、農薬分析ラボラトリー（PAL）の施設改善及び機材調達に係
る無償資金協力を我が国政府に要請してきた。さらに、第 2ステージとして、無償資金協力によ
り拡充される PALの活動を強化し、また PALの作成した分析データを活用して肥料農薬庁（FPA）
が行う農薬行政の改善・強化を目的とするプロジェクト方式技術協力を要請してきた。
これら要請に対し国際協力事業団は、事前調査及び長期調査を実施して調査・協議を行い、さ
らに 1997 年 1 月に実施協議調査団を派遣して討議議事録（R /D）の署名・交換を行った結果、
1997年 3月 31日より本プロジェクトを開始した。

2．協力内容
（1）上位目標

適正な農薬残留レベルにある安全な食糧が市場に供給される。
（2）プロジェクト目標

フィリピン国内における農薬のモニタリングシステムが整備される。
（3）成果

1）残留農薬及び製剤分析能力が向上する。
2）作物残留試験に係る方法と技術が向上する。
3）残留農薬実態調査手法が改善される。
4）最大残留基準（MRL）の設定に必要な情報及びデータと農薬安全使用指示書が関係機関に
供与される。

5）農薬の安全な取り扱い方法及び適切な使用に関する普及活動が改善される。
（4）投入（評価時点）

日本側：
長期専門家派遣 9名 　　機材供与 1億1,800万円
短期専門家派遣 13名 　　ローカルコスト負担 5,300万円
研修員受入 17名 　　その他
相手国側：
カウンターパート（C/P）配置　　46名
土地・施設提供　　　　　　　　　　　　機材購入
その他　　　　　　　　　　　　　　　　ローカルコスト負担　　　5,490万ペソ�



Ⅱ．評価調査団の概要

調査者 総括：　　　　 狩野良昭　国際協力事業団筑波国際センター所長�
  残留農薬試験・分析：加藤保博　（財）残留農薬研究所化学部部長�
  農薬適正使用： 渡辺高志　（独）農薬検査所検査部農薬環境検査課課長補佐�
  評価分析：　　 小嶋　岳　（株）エックス都市研究所国際環境企画室室長�
  計画評価：　　 石沢祐子　国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課

調査期間　　2001年 9月 24日～ 10月 5日　　　　　評価種類：終了時評価

Ⅲ．評価結果の概要

1．評価結果の要約
（1）妥当性

FPAと BPIは、フィリピン国政府の食糧安全政策（Food Security of  the Philippines）を実施す
る立場にある。モニタリング体制を整備しようというプロジェクト目標は、この政策で求める
食糧の安全確保に貢献するものであり、妥当性がある。

（2）有効性
農薬モニタリング体制確立のための主要な要素についてはプロジェクトにより実施され、C/P側
が自分たちで実施できる能力を身に着けたため、プロジェクト目標は達成されたと判断できる。

（3）効率性
専門家、C/P研修等、すべての投入は、プロジェクトの成果に結びついた。フィリピン国側実
施機関の 1つである FPAの長官がプロジェクト後半不在であり、農薬行政上のイニシアティブ
が強くとられなかったこと、また BPIの本局と PALが離れていたことが効率性を下げる要因と
考えられるため、今後より一層の関係強化が求められる。

（4）インパクト
BPI及び FPAがプロジェクトの実施を通じて安全な食糧の供給に係る自らの役割を理解した
だけでなく、他の関連機関に対しても食品の安全性に関する認識を高めた。マイナスのインパ
クトは特に見あたらなかった。

（5）自立発展性
BPIと FPAの連携体制については、プロジェクト中に改善されてきたが、自立発展のために
はこれが今後も維持されるとともに、プロジェクトの活動を本来業務として組み込み、さらに
連携を進める必要がある。また、PAL（BPI）側で必要となる機材については、FPAと協力しつ
つ確保されるよう努力が必要である。さらに、C/Pは求められる技術水準に達しているが、今後
も継続的な努力が期待される。

2．効果発現に貢献した要因
プロジェクト実施機関が 2つにまたがったことで、当初は実施上様々な障害があったが、各課題
に対し両方の機関からの C/Pで構成されるグループで取り組んだり、頻繁に会議や意見交換会を開
くことにより、連携が強化されるとともに、プロジェクトを推進した。

3．問題点及び問題を惹起した要因
（1）計画内容に関すること

プロジェクト開始前には、フィリピン国側から最大残留基準設定に必要なデータや、農薬行
政に係る各種の制度等が整備されているとの説明があったが、実際にはデータが不十分であっ
たり制度は存在するものの十分に機能していないという状況があった。



（2）実施プロセスに関すること
プロジェクト後半、農薬行政の中心となるべき FPAの長官が不在であり、組織的なイニシア
ティブが十分とられない部分があった。

4．結　論
プロジェクト終了までには、プロジェクト目標は達成されると見込まれる。ただ、モニタリング
体制をより効果的なものとするためには、それぞれの成果の継続的な実施と連携が必要である。ま
た、上位目標である安全な食糧の供給のためには、科学的データの蓄積及び BPIと FPAがより連携
を強めることが必要である。

5．提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）
（1）自立発展性確保のために、プロジェクトで実施されている活動は BPI及び FPAの本来業務と
して組み込まれ、実施される必要がある。

（2）農薬モニタリング体制は BPIと FPAがともに全体計画を策定したうえでそれぞれの役割を果
たしていくことが必要である。このため、BPI及び FPA共同で 3年間の総合計画を策定し、農
薬モニタリングを国家プログラムとして位置づけることを提案する。

（3）農薬登録時にはフィリピン国における作物残留試験結果を求め、その結果を農薬のラベルに
反映させることを提案する。

（4）農業省はプロジェクトの成果を維持するために省内外の関連機関の連携を深めるよう努力す
ることが望まれる。

6．教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管
理に参考となる事柄）

（1）今回、5つの成果に対応する形で 2つの実施機関双方の C/Pより成るグループを構成し、その
活動を進めてきた。この方式は、今回のように成果の発現のために複数の機関の連携を必要と
する場合には、特に成果を明確にするうえで非常に有効と考えられる。

（2）C/Pとして臨時職員が配置された場合、プロジェクト終了後にその職員が解雇されて、技術移
転の努力が無駄になる可能性があることに留意し、その技術が何らかの形で組織に残るような
措置を求める必要がある。

（3）先方政府側が、プロジェクトの実施に伴う特別な財政援助を行っている場合には、ポストプ
ロジェクトの便益維持を考慮して、それに代わる予算獲得方法について早期に検討を始める必
要がある。

（4）プロジェクト開始前には、制度の実際の運用状況等、実情についての調査を、ある程度の時
間をかけて行うことが、プロジェクトの円滑な運営に貢献すると考えられる。

（5）複数の C/P機関に対する技術協力であったり、開始当初には困難な点も多かったが、プロジェ
クト目標達成のためには連携が不可欠であったこと、プロジェクト活動の実施、専門家の側面
支援等により 2つの実施機関の連携が強化された。
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第 1 章　終了時評価調査団の派遣

1 － 1  調査団派遣の経緯と目的

（1）調査団派遣の経緯

1990 年に入り、フィリピン共和国（以下、フィリピン国）では農業振興に伴う農薬の使用量

増加により、農産物の残留農薬監視が重要な政策課題となってきたことから、フィリピン国

政府は 1993 年 7 月、農薬モニタリング体制改善のための技術協力を我が国に要請してきた。

要請された協力は、残留農薬・農薬製剤分析のための施設建設と実験・分析用資機材整備の

ための無償資金協力及びこれらの施設・資機材を十分に活用するための指導ならびにフィリ

ピン国が抱える農薬に関する諸問題にソフト面から協力することを想定したプロジェクト方

式技術協力を内容とするものであった。

これを受け、1995 年 7 月にフィリピン国政府と日本政府の間で無償資金協力に関する交換

公文が取り交わされ、中央農薬分析ラボラトリー（セントラル PAL）とダバオ PAL 敷地に新

施設を建設するとともに、バギオ、ビコール、セブ、カガヤン・デ・オロを含む、全 PAL に

農薬の分析に必要な機材供与を行った。

一方、プロジェクト方式技術協力に関しては、国際協力事業団が 1995 年 10 月に派遣した

事前調査団、1996 年 4 月に派遣した長期調査団による協力内容確認後、1997 年 1 月に実施協

議調査団がフィリピン国側と協力に関する文書（討議議事録、暫定実施計画）の署名・交換を

行い、1997 年 3 月 31 日から 5 年間の予定で「農業モニタリング体制改善計画」の協力を開始

した。

協力開始後、1998 年 3 月に計画打合せ調査団、1999 年 3 月に運営指導調査団、1999 年 9 月

に中間評価のための巡回指導調査団が派遣され、プロジェクトの計画、進捗状況を確認した。

巡回指導調査時には、フィリピン国の農薬行政を取り巻く状況から判断して、討議議事録に

ある農薬最大残留基準（MRL）に関する記述の見直しを日本側調査団から提案したが、フィリ

ピン国側から抵抗があり、討議議事録の改訂には至らなかった。しかしながら、フィリピン

国側が望むMRL 設定と現状には乖離があるため、プロジェクト活動では、できる範囲の実質

的な対応を行うこととなった。

今般は、2001 年 9 月で 2002 年 3 月末のプロジェクト終了まで残り約半年となることから、

本プロジェクトに対するこれまでの評価を行うため、終了時評価調査団を派遣することとなっ

た。
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1 － 4　主要面談者

〔フィリピン国側〕

（1）国家経済開発庁（NEDA）

R. Noriel B. Sicad Chief, Public Investment Division

Diwata Ma. Quintos Dulce JICA プロジェクト担当

（2）農業省（DA）

Ernest M. Ordonez Undersecretary

Cesar M. Drilon, Jr. Undersecretary

Cecille Q. Astilla Chief, Project Development Service

〔日本側〕

（1）在フィリピン国日本国大使館

植野　栄治 一等書記官

（2）JICA フィリピン事務所

小野　英男 所　長

今村　誠 所　員

（3）個別派遣専門家

太田　孝弘 農業省　個別派遣専門家
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第 2 章　要　　約

本調査団は、2001 年 9 月 24 日から 10 月 5 日までの日程でフィリピン国を訪問し、「農薬モニタ

リング体制改善計画」に係る終了時評価調査を、フィリピン国側評価委員と合同で行った。その

結果、プロジェクトはその目的をほぼ達成する見込みであることが明らかになり、予定どおり 2002

年 3 月 30 日をもって終了することが妥当であると判断された。これらの評価結果は合同評価報告

書に取りまとめ、フィリピン国政府関係者とミニッツ（付属資料 1．）の署名を取り交わした。

本評価調査結果の要旨は以下のとおりである。

（1）日本側・フィリピン国側の投入は、一部フィリピン国側の投入が困難であったため、作物残

留試験実施のための圃場整備を日本側の資金で行ったが、その他の投入はほぼ計画どおり行わ

れた。その意味で、協力は効率的に行われたと評価される。

（2）R/D、TSI 及びプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に基づき、5 活動項目につ

いて評価を行ったが、各活動項目は、既に達成されている水準のものもあり、協力終了までに

はすべて達成されるものと評価された。

（3）評価はプロジェクトの自立発展性に重点を置いて実施した。財務的自立発展性について、残

留農薬及び製剤の分析には、試薬及びガスクロマトグラフのカラムの交換など、高額の維持管

理費が必要である。これらの費用の確保についてBPI と FPA 双方で予算を確保していくべき

であることを提言した。

また、技術的自立発展性について、特に分析技術については、現在の技術レベルは目標とし

たレベルに達しているものの、今後新しい分析手法が開発され、それに対応していくこと、あ

るいは新しい農薬について分析するための技術を開発・習得していくことが必要となる。その

ためには普段からの職員間の切磋琢磨、また習得された技術が個人にとどまることなく他人へ

技術移転されることが必要であることを指摘した。

（4）プロジェクトの上位目標に対しては、5 つの活動項目を継続して、各機関の連携の強化及び

科学情報の蓄積を図ることにより、実現が見通されよう。

（5）プロジェクトの自立発展性のためには、本プロジェクトの 2 つの実施機関である作物産業局

（BPI）と肥料農薬庁（FPA）が連携した活動の推進が不可欠である。協力終了後も自立的に活

動を継続できる維持管理能力の向上を期待し、両機関合同で予算や人員も含んだ 3 か年計画を

立てることを提言した。
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第 3 章　プロジェクトの評価手法

3 － 1　合同評価委員会の構成

合同評価委員会は日本側 5 名、フィリピン側 5 名の合計 10 名で構成され、担当分野ごとに日本側、

フィリピン側からそれぞれ 1 名ずつを配置した。

日本側の評価委員は「1 － 2　調査団の構成」に示すとおりである。フィリピン側の評価委員を表

3 － 1 に示す。人選はプロジェクトチームの推薦に基づいているが、各委員とも自らの専門性に照

らし、かつフィリピン国の実情、科学水準を考慮して、適正な判断を行える人選であった。

表 3 － 1　フィリピン国側評価委員

3 － 2　評価方法

評価は、財団法人国際開発高等教育機構（FASID）が開発したProject Cycle Management（PCM）

手法の評価手法に基づき行った。評価手順の概要は以下のとおりである。

（1）これまでプロジェクト実施に採用してきたプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project

Design Matrix：PDM）をレビューし、投入、活動の変更や外部条件を考慮して、評価用 PDM

（PDME）を作成する。

（2）PDME にいう成果、プロジェクト目標、上位目標に対する評価のための適切な指標を選定す

る。

（3）評価表サマリーを作る。

（4）評価指標を得るための調査項目を検討し、そのデータ等入手方法を考慮して、調査項目を選

定する。



─ 6 ─

（5）調査項目に対応するデータ等を入手する。

（6）成果、プロジェクト目標に対して得られた指標、外部条件を考慮して、効率性、成果の達成

度を評価する。

（7）指標のほか、ヒアリング、視察等により得られた情報も併せて考慮し、インパクト、妥当性、

自立発展性について評価する。

3 － 3　評価項目

PCM に基づく評価手法では、以下の 5 つの評価項目をプロジェクトの評価軸としている。

（1）妥当性（Relevance）

プロジェクト目標及び上位目標が、プロジェクト開始当初から数年を経た現在も、プロジェ

クトの目標として妥当であるかどうかを問う評価項目で、主に政策の変化や社会からのニー

ズの変化など、外部条件の変化によるところが大きい。

「農薬の残留濃度が許容基準以下の安全な食糧が市場に供給される」という本プロジェクト

の上位目標は不断に追求されるべき目標で、これ自体が妥当であることは明白であるが、プ

ロジェクト目標にいう「残留農薬及び製剤のモニタリングシステムを総合的に整備する」こと

を上位目標につなげるために、整備されるべきモニタリングシステムの妥当性を科学的、制

度的、政策的など総合的な視点から評価する。

（2）有効性（Effectiveness）

成果の達成により、プロジェクト目標がどの程度達成されたか、あるいは達成される見込

みであるかを問う評価項目で、成果の達成度と外部条件（の満足度）から推し量ることができ

る。

本プロジェクトで掲げている 5 つの成果はいずれも、プロジェクト目標である「農薬モニタ

リング体制を確立」するための基本事項である。ただし、システムの構築には技術的なレベル

の向上のみでなく、行政制度の整備も外部条件として含まれることを十分に考慮する必要が

ある。

（3）効率性（Efficiency）

投入がプロジェクト活動を通じていかに成果に転換されたかを問う評価項目で、投入の量、

質、タイミングが適切であったかどうかを評価する。投入とは、人的、物的、金銭的投入を指

す。評価にあたっては、JICA や他のドナーによる他の協力スキームとの関連を考慮する。

ただし、本プロジェクトの投入には移転した技術（例えば分析手法や計画能力など）の習熟
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度など、必ずしも、金銭的、数量的には計測できないものも含まれるため、以下の視点を含

めて評価することとする。

・購入した機材、パーツ等は目的に従い活用されたか。

・専門家は適切な時期、期間に派遣されたか。

・移転した技術は、成果の達成のために適切であったか。

（4）インパクト（Impact）

プロジェクトの実施により、直接・間接に引き起こされた影響を問う評価項目で、上位目

標に直接・間接に寄与する影響のほか、政策、技術、環境、文化・社会、組織・制度、経済・

財政の各側面に係る影響も考慮すべきものである。影響としては、プロジェクト当初から予

測できたもの、できなかったものを含め、正の影響、負の影響についても考慮する。

（5）自立発展性（Sustainability）

プロジェクト終了後も、プロジェクト実施によりもたらされた便益を維持・発展させられ

るかどうかを問う評価項目で、政策、技術、環境、社会・文化、組織運営、経済・財政など多

面的に評価を行う。

本プロジェクトでは、プロジェクト方式技術協力が終了した後も、移転した技術を維持し、

それを活用した業務が実施されるかどうかを評価する。特に本件においてはプロジェクト実

施期間中は海外援助プロジェクト基金（Foreign Assisted Project Fund： FAPF）が充てられ

ていたが、プロジェクト終了後にはこの特別予算措置が打ち切られることを考慮する必要が

ある。

なお、フィリピン国側評価委員には、評価に係る手順の説明を配付し、5 つのクライテリアによ

る評価の観点を概説した。

3 － 4　評価用プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDME）

評価用のPDM（PDME）はこれまでにプロジェクト実施に採用してきたPDM に基づき作成した。

最初の PDM は 1997 年 1 月に実施協議を行った際のミニッツに添付されたもので、現在に至る

まで基本的にはこの PDM が採用されている。

プロジェクト開始後約 2 年を経過した 1999 年 3 月、運営指導調査団により PCM 手法による問

題分析を行った。運営指導調査団は、最大残留基準（MRL）の設定については外部条件が整わない

ことから、プロジェクト期間中にMRL 設定に取りかかることは困難とし、TSI 及び PDM の変更

を提案した。しかしフィリピン国側はMRL の設定にあくまで固執したため、TSI 及び PDM の改
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訂は合意に至らず、代替案として TSI における活動内容を年次協議によって調整することとした。

したがって、活動内容については当初の PDM のままとされた。

しかし、プロジェクトが進行するに従い、より具体的な成果像が提示されたため、PDME の作成

にあたっては、より具体的な指標を各成果ごとに設定することとし、これに伴い指標を検証する

ためのデータ入手手法についても新たに提案した。

本プロジェクトでは、技術移転、それも分析測定手法や計画立案能力、取り扱い情報の妥当性

を評価する能力などの能力向上が主要部分であるため、評価の指標の設定は非常に難しい。成果

の指標としては、プロジェクトチームからの提案を受けて、各グループの成果の達成状況を具体

的に示すことができるものとした。さらに評価 5 項目に沿って必要な情報を得るため、補完的な

調査項目を追加した。

目標の達成度に対する指標についても、どのような農薬モニタリング体制を完成像と見るかに

よって、その指標が異なってくるため、プロジェクトから提案された指標を基に、調査団が検討

し、多少の変更を加えた。

なお、指標及び調査項目に対するデータの入手方法は、プロジェクトチームの専門家からの報

告、C/P に対するアンケート調査の回答、専門分野担当団員の視察によった。また、活動実績につ

いては、本プロジェクトの 5 つの成果に対しそれぞれ C/P がグループ分けされているため、それ

ぞれのグループからのプレゼンテーション及びその内容に関する質疑により把握した。

移転技術の習得度については、日々指導にあたっている派遣専門家の意見と、C/P の自己評価申

告を中心とし、客観的指標としては、各専門分野を担当する団員による分析結果記録の調査や分

析機器等施設の状態及び稼働状況の視察、C/P に対するヒアリング等を行うことにより、評価を

行うこととした。

PDME の詳細は、合同評価報告書 ANNEX 1（付属資料 1.）を参照されたい。
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第 4 章　協力実施の経緯

4 － 1　相手国の要請内容

1980 年代半ばから、フィリピン国において、食品中の残留農薬、農薬散布者の安全、非標的生

物への影響を指標とする環境の悪化等が指摘され、食品の安全性、環境保全の観点から残留農薬

の監視について関心が高まった。また輸出農産物の安全性確保という観点からも重要な問題であっ

たため、農業省は 1988 年、アジア開発銀行の提言を受けて残留農薬監視の実施ガイドライン作成

に向けた特別委員会を設置し、検討を行った。その結果、委員会から残留農薬監視体制充実のた

め農薬分析ラボラトリー（PAL）の施設・機材の更新等、機能を強化すべきとの答申を受けた。

このような状況の下でフィリピン国政府は 1993 年、PAL の施設改善と機材調達に係る無償資

金協力を日本政府に要請した。さらにその第 2 ステージとして、無償資金協力で拡充される PAL

の活動強化とその分析データの有効活用のため、肥料農薬庁（FPA）の農薬行政に係る業務の改善

を図るプロジェクト方式技術協力を、日本政府に要請してきたものである。

4 － 2  協力実施のプロセス

本プロジェクトは 1997 年 3 月 31 日に開始されたが、それに先立ち、事前調査などが行われた。

また、プロジェクト開始後、プロジェクトの進捗と方向性の確認のため、運営指導、巡回指導両

調査が行われた。

プロジェクト実施に至るまで、及び運営指導調査、巡回指導調査の流れを要約すると以下のと

おりである。

（1）事前調査

目的：協力要請の背景、要請内容の確認

期間：1995 年 10 月 2 日～ 10 月 13 日（12 日間）

交換文書：ミニッツ

調査団の構成：
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（2）長期調査

目的：以下の 3 点の確認を目的とした。

・ プロジェクト運営についてのFPA と作物産業局（BPI）間及びBPI と各地方 PAL 間の連

携体制

・ 農薬の安全使用の指導体制を確立するための技術移転をプロジェクト活動に盛り込む可

能性

・ 最大残留基準（MRL）設定に必要なデータ収集・分析等の技術移転、体制づくりのプロ

ジェクト目標としての妥当性

また併せて PCM 手法に基づく問題分析を行い、プロジェクトの目標を確認した。

期間：1996 年 4 月 2 日～ 4 月 30 日（21 日間）

交換文書：ミニッツ

調査団の構成：

（3）実施協議調査

目的：プロジェクトの実施期間、目標、実施体制、日本側の協力分野と成果等についてフィ

リピン国側と協議、確認し、討議議事録（R/D）及び暫定実施計画（TSI）の署名を取り交わし

た。

期間：1997 年 1 月 19 日～ 1 月 31 日（13 日間）

交換文書：R/D、TSI、ミニッツ

調査団の構成：
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（4）計画打合せ調査

目的：以下の 3 点を検討・確認した。

・ R/D、TSI に基づく活動状況の確認及びその妥当性

・ 詳細 5 か年計画など詳細実施計画の策定と検討

・ これまでのプロジェクト実施運営上の問題点の把握と解決指針の提示

期間：1998 年 3 月 22 日～ 3 月 31 日（10 日間）

交換文書：ミニッツ（詳細暫定実施計画を添付）

調査団の構成：

（5）運営指導調査

目的：協力開始後 2 年を経た段階で、シンポジウム及び PCM ワークショップを開催して、

問題分析を行い、現行の農薬モニタリング体制の問題点を明らかにするとともに、未

整備の部分を明確にして、今後の協力活動の実効性を高める。

期間：1999 年 3 月 14 日～ 3 月 20 日（7 日間）

交換文書：団長レター手交

調査団の構成：

（6）巡回指導調査

目的：プロジェクトの進捗状況を把握するとともに、計画内容の軌道修正の必要性や実施

体制の問題点を調査・確認する。中間評価を行って、今後の協力内容をより適切な

ものにする。

期間：1999 年 9 月 12 日～ 23 日（12 日間）

交換文書：ミニッツ
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調査団の構成：

4 － 3　中間評価結果とフィードバックの状況

プロジェクト開始後 2 年半を経た 1999 年 9 月に巡回指導調査団が派遣され、プロジェクトの中

間評価と、TSI におけるMRL の設定に関する活動内容の修正を提案した。修正案は「残留農薬規

制等を含む農薬登録制度が適切に運用されている」というプロジェクトの前提条件が満たされて

いないため、TSI にいうMRL 設定には直ちには取りかかれず、したがって、TSI ではMRL 設定

の準備条件を整える旨修正したいというものであったが、MRL 設定の開始に固執するフィリピン

国側と合意に至らず、結局 TSI の改訂は行われなかった。

4 － 3 － 1　中間評価結果の要約

中間評価時における総括的評価は以下のとおりである。

「農薬分析技術、作物残留試験（SPRT）などの具体的な技術移転の分野は、問題点はあっても、

計画に沿って実施され、進行管理もなされていると評価できるが、残留実態調査、MRL 設定へ

の情報提供など、行政手法に深く関連する分野では、情報収集の段階にとどまって足踏み状態

にあると評価せざるを得ない」

問題点を要約すると以下のとおりである。

（1）農薬分析グループ

1）農薬残留分析グループ

・高速液体クロマトグラフ（HPLC）分析の経験不足、分析対象が少ない

・地方 PAL 職員に対する研修の活用

・モニタリング分析に対応できる方法の確立

・目的意識をもって経験を積むことが必要（残留農薬分析の目的は何か、分析の目的が明

確か）

・機器のスペアパーツ、試薬などの資材購入及び機器の維持管理に要する経費の確保

2）農薬製剤分析グループ
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・標準品の確保が困難

・目標を見失うことのないよう目的意識をもって取り組む（目標とは何か、明確か）

・分析費用の負担

・廃溶媒の処理方法の検討

・製剤モニタリングの目的の明確化

（2）SPRT グループ

・作物と農薬の情報収集は進行

・試験の実施についての技術教育は順調に進展

・Codex-MRL が未設定のマイナー作物の試験実施が必要

・フィリピン農業に適した試験法の作成

・試験圃場の整備が急務

・より多くの試験経験を積む

・SPRT の裏付けデータとなる実験も必要

・SPRT を何のために実施するのか（目標は何か）

・残留試験データを正確に評価する能力を身につける

（3）残留実態調査グループ

・フィリピン国側が、マーケットバスケット調査（MBR）ではなく、残留実態調査である

ことを認識することが必要

・FPA も含め実態調査の目的を明確に認識して、計画立案を行う（目的とは何か）

・過去から実施されている BPI の実態調査結果の有効利用

・作物別、農薬別の整理

（4）MRL グループ

・農薬登録制度の運用が不十分、食品衛生制度の不備

・FPA が中心となってMRL 設定のための詳細な手順・計画を立てることが必要

（5）安全使用グループ

・登録農薬リストのような、農薬についての基本的な資料の整理が必要

・農家に役立つ資料の作成が必要

・普及啓発活動の連携協力体制の確立堅持により、農薬に関する情報を的確に集中して伝

達指導することが可能になること
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・農薬の安全使用（Safe handling）をマニュアルや各種資料により指導

・適正使用（Proper use）は残留実態調査などによる情報の提示で適切な使用方法を指導

・BPI の協力が重要

4 － 3 － 2　中間評価時に提案された対応策

中間評価では、分析技術の移転は順調に行われつつあるものの、行政制度が不備であるため、

分析結果がどのように活用されるのかが不明確であることが指摘された。特に成果の 1 つとし

て取り上げられてきた「MRL の設定及び農薬安全使用基準設定のために必要な情報が関係機関

に提供される」については、既存の農薬規制制度が実質的には機能していないことから、プロ

ジェクトの成果をもって直ちにMRL 設定に結びつけるのは難しく、結果としてプロジェクトと

しては具体的な成果を出しがたい、との判断をした。このため、オリジナルの TSI にいう成果

2、3、4 を再編成し、以下のような修正を提案した。

しかし、フィリピン国側はプロジェクトによるMRL 設定にあくまで固執したため、この改定

案は合意には至らなかった。このため中間評価時のミニッツの提言では、この協議の経緯と日

本・フィリピン双方の見解を併記したうえで、日本側改定案を記載するにとどまった。また、成

果の 3 については、この時点をもって「マーケットバスケット調査」から「残留農薬実態調査」

という実態に即した名称に置き換わることになった。

実質的には、その後実施委員会の定例協議で活動内容を部分的に修正することで、その修正

内容に従ってプロジェクトを運営してきている。

成果 2：作物残留試験方法が改善される

成果 3：農薬残留モニタリングのためのマーケットバスケット調査手法が改善される

成果 4：MRL の設定及び農薬安全使用基準設定のために必要な情報が関係機関に提供される

新成果 2：農作物における残留調査、研究手法が改善される

この下に以下のサブ成果を設定する。

新成果 2 － 1：適切な残留試験法の導入

新成果 2 － 2：適切な残留実態調査手法の導入

新成果 2 － 3：残留実態評価手法の導入
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4 － 4　他の協力事業との関連性

本プロジェクトに先だって、日本の無償資金協力「残留農薬監視体制強化計画」により中央 PAL

と PAL ダバオが建設されるとともに、すべての PAL にガスクロマトグラフなどの分析機材が供

与された。本プロジェクトでは、残留農薬及び農薬製剤モニタリングの総合的な体制整備を目的

として、これらの施設、機材を十分に活用し、技術指導が行われた。
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第 5 章　投入実績及び達成状況

5 － 1　日本側投入

（1）専門家派遣

終了時評価調査までに派遣された専門家は、長期専門家延べ 9 名、短期専門家延べ 13 名で

あった。（なお、付属資料 1. ミニッツANNEX2 で短期専門家が 14 名となっているのは、調査

団員として派遣されたコンサルタントが含まれているためである。）

〔長期専門家〕

風野　　光 チームリーダー 1997. 3. 31 － 2002. 3. 30

大泉　泰雅 業務調整 1997. 3. 31 － 1999. 5. 13

橋本　直樹 業務調整 1999. 5. 3 － 2002. 3. 30

鈴木　敏雄 製剤分析 1997. 3. 31 － 1999. 3.30

俣野　修身 残留農薬分析 1997. 6. 24 － 1998. 6.23

伊澤　義郎 残留農薬分析 1998. 9. 7 － 2002. 3.30

北村　恭朗 作物残留試験 1997. 3. 31 － 2000. 3.30

入江　真理 作物残留試験 2000. 3. 6 － 2002. 3.30

井上　信彦 農薬安全使用指導 1998. 10. 5 － 2002. 3.30

〔短期専門家〕

櫻井　昭寿 農薬残留調査圃場試験 1997. 9. 25 － 1997. 12. 24

外海　康秀 農薬残留試験のためのマーケットバスケット調査

1997. 10.27 － 1998. 1. 6

本橋　恒樹 作物残留試験実施 1998. 1.27 － 1998. 4.26

井上　信彦 農薬安全使用指導 1998. 4. 2 － 1998. 7. 1

小峯　喜美夫 残留農薬分析 1998. 7. 1 － 1998. 9. 30

本橋　恒樹 作物残留試験 1999. 1. 11 － 1999. 3. 27

起橋　雅浩 MBR 設定 1999. 3. 14 － 1999. 6. 15

高瀬　　巖 農薬登録制度／MBR 設定 1999. 3. 14 － 1999. 5.13

小倉　一雄 農薬行政改善に関する指導 2000. 1. 26 － 2000. 3. 8

林　　　靖 残留農薬のマススペクトル分析 2000. 2. 21 － 2000. 3. 24

廣瀬　欣也 MRL 設定のための基本指導 2000. 10. 10 － 2000. 12. 8
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染谷　　潔 含イオウ殺菌剤の製剤及び残留分析

2001. 1. 22 － 2001. 3. 21

小畠　恒夫 農薬残留基準設定に関する基本的知識と設定手順に関する指導

2001. 8. 5 － 2001. 10. 4

（2）C/P 研修員受入れ

合計 17 名の C/P が日本で研修を受けた。研修を終えて帰国した後、プロジェクトで必ず発

表会を開催するなど、C/P 間での知識共有が図られている。

受け入れた研修員の実績については、付属資料 1. ミニッツ ANNEX 3 を参照。

（3）機材供与

総額 1 億 1,800 億円の機材がプロジェクト期間中に日本側から供与された。分析用機材

等については既に無償資金協力にて調達済みであったため、本件ではスペアパーツ等を中心

に、可能な限り現地調達で対応した。

供与機材についてはミニッツのANNEX 3 に単価 50 万円以上の機材リストを示した。

（4）ローカルコスト負担

総額 5,312 万 7,000 円のローカルコストを日本側が負担した。

作物残留試験用の圃場はフィリピン国側が用意することになっていたが、確保できた圃場

は本来別の目的で整備された圃場の一部であったため、使用時期などに制限があった。プロ

ジェクトの活動を円滑に行うには、この制限にとらわれない圃場を確保する必要があったた

め、作物残留試験用の圃場をロスバニョスにある作物研究開発センター（LBNCRDC、BPI）内

の遊休地を活用して整備することとし、この整備費用は日本側が負担した。

また、中央 PAL 職員によるサテライト PAL 職員への分析技術研修や、農薬安全取り扱いに

係る普及員、農家への研修、農家実態調査のための費用を負担した。

5 － 2　フィリピン国側投入

（1）C/P の配置状況

フィリピン国側の C/P 配置状況はミニッツ ANNEX6 に記載した。

（2）土地、建物、圃場等

日本の無償資金協力により、PAL の建物を現在地に新築、GC-MSD をはじめとする分析機

器が供与された。なお、PAL の建設用地はフィリピン国側の負担で、農業省の用地が充てら

れた。
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（3）運営費

フィリピン国側は機器のメンテナンス、旅費、臨時職員の給与などに、5,490 万ペソを支出

した。最終年については研修や啓発普及活動に係る C/P の旅費もフィリピン国側で負担可能

となった。費目別、及びBPI、FPA 別内訳についてはミニッツANNEX7（付属資料 1.）に記

載した。
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第 6 章　課題別活動実績及び達成状況

以下に示す 5 つの成果それぞれに対し、BPI 及び FPA 双方で構成されるC/P のグループを組織

して、派遣専門家の指導の下に活動が実施された。ただし、農薬分析については作物中の残留農

薬分析と農薬製剤分析に分かれたため、実質的には 6 つのグループが組織された。

（1）農薬分析（残留農薬及び農薬製剤）技術の向上

（2）作物残留試験技術の向上

（3）残留農薬実態調査の方法改善

（4）MRL 及び農薬安全使用基準の設定のための情報提供

（5）農薬の安全な取り扱いと適正使用に関する情報普及活動の改善

5 分野の活動実績及び成果の達成状況は、以下のとおりである。

6 － 1  残留農薬及び農薬製剤の分析手法の改善

6 － 1 － 1  農薬製剤分析手法の改善

（1） 活動実績

本分野における活動は、長期専門家 1 名、C/P 6 名（BPI 5 名、FPA 1 名）で実施されて

おり、担当チームは本プロジェクト活動以外に、農薬メーカー（フォーミュレーター及びリ

パッカー）の依頼による登録のための製剤分析や、FPA から依頼されたモニタリング分析

を行っている。なお、BPI の C/P のうちの 1 名は非正規職員である。

本分野におけるプロジェクトの具体的な活動内容は次のとおりである。

・無償資金協力により設置された最新の分析機器操作法の習得

・適切な農薬製剤分析技術の導入

・農薬製剤モニタリングの実施

・農薬製剤分析法マニュアルの更新・作成

・残留農薬分析技術に関する研修の実施

1）最新分析機器操作法の習得

依頼分析試料も分析法習熟に活用することによって、製剤分析における主要分析機器で

あるキャピラリーカラムを備えたガスクロマトグラフ（GC/FID）、高速液体クロマトグラ

フ（HPLC）、ならびに分光光度計の適切な条件設定、操作及び保守等、機器操作に十分に

習熟し、簡単なトラブルへの対応も可能な状態になっている。また、データの信頼性を確
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保するうえで必要な各種測定機器の使用記録、保守管理マニュアルも一応整備されている。

化合物の同定／確認が必要となった際に使用されることになる質量分析計付きガスクロマ

トグラフ（GC/MSD）及びフーリエ変換赤外スペクトロメーター（FTIR）の取り扱い・操

作についても、依頼分析試料を利用するなどして基礎技術は習熟されている。

2）適切な農薬製剤分析技術の導入及び農薬製剤分析法マニュアルの更新・作成

分析法の妥当性を検証する概念及び手法が実際の分析に導入され、検量線の直線性、精

密度及び正確度を指標にして検証された農薬種類別の高精度の製剤分析法が 31 種類確立さ

れた。これに基づき農薬製剤分析法（製剤中有効成分含量測定）のマニュアルが更新された。

3）農薬製剤モニタリングの実施

BPI と FPA との間で、農薬－作物組み合わせプライオリティーリストに基づくサンプリ

ング優先農薬、地域、採取法、モニタリング実施間隔など農薬製剤モニタリングの基本的

事項に関する合意メモが作成された。これに基づき 1999 年から調査時点までに全国 8 地域

の農薬販売店から合計 220 の農薬製剤試料が採取され、前項で検証及び確立された農薬製

剤分析法を用いて有効成分含量が分析された。

4）農薬製剤分析技術に関する研修の実施

1998 年と 1999 年に研修会を開催し、農薬製剤分析技術、機器操作実習等を行った。

なお、R/D で合意された農薬製剤分析手法の改善に関する長期専門家の派遣期間は、プロ

ジェクト開始から 2 年間であり、予定どおり基本技術の移転はこの期間内に終了した。そ

の後は、農薬残留分析担当の長期専門家が、C/P から出される分析技術上の諸問題に対応し

ている。

（2）達成状況

製剤分析技術については、主要な機器の取り扱いに十分習熟するとともに、分析法の妥

当性評価手法が導入され、その考え方にも習熟し、多様な農薬について信頼性ある分析が

できる状態に達している。調査時点までに 31 種の製剤分析法が検証・確立され、ドラフト

マニュアル化されるとともに、その成果は本プロジェクトにおける製剤モニタリングのほ

かサービス分析等日常分析業務にも適用されて生かされている。調査時点では既登録全農

薬種の分析法を検証・確立するには至ってはいないが、これは標準物質の入手が困難なこ

とに主に起因している。C/P はその分析能力について新規分析法も開発可能と表明しており、

標準物質の安定的な供給があれば、既登録全農薬種の分析法を比較的短期間に確立できる

技術レベルに達していると判断できる。

製剤モニタリングを実施するうえで信頼性ある分析と並んで重要な試料採取手順につい
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ては、基本案（FPA とBPI との協同による合意メモ）が作成された。これに基づいて 220 製

剤のモニタリングが実施され、その結果が FPA に報告された。同基本案は本計画終了時ま

でにマニュアルとして完成される見込みである。

以上の調査結果を総合的に見て、製剤分析手法の改善に関しては調査時点までに目標 は

ほぼ達成されていると評価できる。

6 － 1 － 2  残留農薬分析手法の改善

（1）活動実績

本分野における活動は、長期専門家 1 名、C/P 8 名（BPI 7 名、FPA 1 名）で実施されて

いる。担当チームは本プロジェクト活動以外に、日常業務として民間（輸出入業者）や大学

から依頼された残留農薬分析を行っている。

本分野におけるプロジェクトの具体的な活動内容は次のとおりである。

・無償資金協力により設置された最新の分析機器操作法の習得

・適切な残留分析技術（抽出・クリーンアップ法を含む）の導入

・多成分一斉分析法の導入

・残留農薬分析マニュアルの更新・作成

・残留農薬分析技術に関する研修の実施

1）最新分析機器操作法の習得

依頼分析試料も分析法習熟に活用することによって、日常分析に不可欠なキャピラリー

ガスクロマトグラフ（GC/ECD、FID、NPD）及び高速液体クロマトグラフ（HPLC）の適切

な条件設定、操作及び保守等、機器操作に十分に習熟し、簡単なトラブルへの対応も可能

な状態となっている。また、データの信頼性を保証するうえで必要な、各機器の使用記録、

保守管理マニュアルも一応整備されている。質量分析計付きガスクロマトグラフ（GC/

MSD）の取り扱い・操作についても依頼分析試料を利用するなどして質量分析の理論及び

基礎技術が習熟されている。ゲルろ過クロマトグラフ（GPC）については、カラムの基礎知

識と取り扱い・操作の基礎技術は習得されたが、実試料に応用されるには至っていない。

2）適切な残留分析技術及び多成分一斉分析法の導入

PAL では 1991 年のドイツのプロジェクトにより導入されたオンライン法を採用してい

たが、現代の残留分析では不可欠な抽出試料の精製（クリーンアップ）操作に必要な知識や

その重要性が認識されていなかった。また、回収率や再現性は分析法の妥当性検証の基礎

となる概念であるが、その重要性についても認識されていなかった。本プロジェクトでは、
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旧来法とクリーンアップ法の比較実験を通して、クリーンアップと分析法の妥当性検証の

必要性及び重要性についてC/P の理解をまず深めた。この理解を基に C18、グラファイト

カーボン、フロリジルミニカラムによる最新のクリーンアップ法を採用した分析法を、目

標回収率70 ～ 110％（0.1 及び 1 ppm の 2 濃度）、CV 値＜ 10％（n ＝ 3）を指標にして検討

し、7 種作物、土壌、肉、油脂、動物脂肪における 8 種農薬に適用可能な検出限界 0.01ppm

の 14 種類の個別分析法を確立した。同様に、多成分同時分析法を検討し、31 種作物のほか、

土壌、魚、水、肉、動物脂肪に適用可能な 29 種農薬成分の多成分同時分析法 10 種を検証

し、確立した。この多成分分析法の 1 つは、本プロジェクトにおける残留農薬モニタリン

グ調査に適用されたほか、フィリピン化学会で発表された。また、これらの個別分析及び

多成分分析法は民間等からの委託による日常業務にも適用され、生かされている。

3） 残留農薬分析マニュアルの更新・作成

上記の成果に基づき、残留農薬分析法のマニュアルが更新され、ドラフトマニュアルが

作成された。

４） 残留農薬分析技術に関する研修の実施

機器操作と保守、クリーンアップ手法、分析法開発、分析法の妥当性検証（精度管理）、残

留モニタリング調査採用多成分分析法等について、5 か所のサテライト PAL での現地研修

会10 回を含め、1 回当たり3 ～ 8 日間の研修会が合計で21 回開催され、中央PAL（NPAL）

からサテライト PAL への技術移転が図られ、また技術交流が行われた。また、研修の初期

段階（1998 年）では GLP（Good Laboratory Practice）の概念についても触れられた。

（2）達成状況

残留農薬分析手法の改善については、主要な機器の扱いに習熟し、クリーンアップ手法

と分析法妥当性の検証法を導入して当初目標を大きく超える広範な試料に適用可能な個別

及び多成分同時分析法が確立され、残留農薬マニュアルも更新された。成果は現地実習を

含む研修会を通じて各 PAL へも技術移転され、民間等からの委託による日常業務にも適用

されている。このことは、依頼分析業務に対する適切な価格設定と PAL への還元措置がと

られるならば、PAL の将来の財政的自立性の基礎となる可能性を秘めている。分析機器の

うち、GPC は実試料の分析に応用されるまでには至っていないが、この理由は、これまで

のところグラファイトカーボン等によるクリーンアップが効力を奏しており、より多くの

溶媒が必要な GPC を使う必要性がなかったためと推察される。C/P は、既にその他の残留

農薬分析技術について十分に習熟していることから、必要に応じGPC を実試料に自立的に

適用することは可能と考えられる。

以上の調査結果を総合的に見て、農薬残留分析手法の改善に関しては調査時点までに目
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標はほぼ達成されていると評価できる。

6 － 2  作物残留試験法（SPRT）の改善

（1）活動実績

本分野における活動については、長期専門家 1 名、C/P 8 名（BPI 5 名、FPA 3 名うち 1 名

は臨時雇用者）で実施されている。

本分野におけるプロジェクトの具体的な活動内容は次のとおりである。

・優先順位の高い作物と農薬の組み合わせの決定

・適切な作物残留分析試験方法と技術の導入

・作物残留試験にかかわる職員に対する技術向上訓練の実施

・作物残留試験に関するマニュアルの作成

1） 優先順位の高い作物と農薬の組み合わせの決定

農業統計局（BAS）、食品・栄養研究所（FNRI）、FPA、国際食品規格（Codex）、残留農薬

に関する FAO/WHO 合同会議（JMPR/FAO/WHO）より地域別生産量、消費量、登録農薬、

Codex　MRL、1 日摂取許容量（ADI）の情報収集を行い、優先順位の高い作物15 種（ペチャ

イ、水稲、マンゴーなど穀類 2、果実 3、野菜 10）のリストを作成した。また、農家、普及員、

農薬販売店に対する聞き取り調査を行い、優先作物についての農薬の使用実態、栽培時期等

に関する情報を収集・整理した。これらを総合して優先順位の高い 15 作物と 33 農薬の組み

合わせのリストを完成させた。

2）適切な作物残留分析試験方法と技術の導入

LBNCRDC （ロスバニョス国立作物研究開発センター）、 NCPC（国立作物防疫センター；ロ

スバニョス）、 BNCRDC（バギオ国立作物研究開発センター）の各圃場、 Victoria 市内（水田・

借上げ）、ダバオ（バナナ・借上げ）でも試験を実施した。10 作物、9 農薬の組み合わせで計

17 試験が実施された。適正農産物取扱基準（GAP）が明確ではない状況にかんがみ、これら

のなかにはラベルに沿った試験とは別に、農家での使用実態に対応した試験も含まれている。

以上のほか、農薬の環境中挙動及び作物における農薬残留量に影響を及ぼす因子について理

解を深めるため、水田水及び土壌における農薬残留消長試験ならびにNPAL の温室を利用し

てペチャイにおける 2 種の農薬について降雨影響モデル試験も実施された。

3）作物残留試験に関するマニュアルの作成

各種記録様式までを含む詳細な作物残留試験マニュアル案（Prel iminary  Manual  on

SPRT）が作成された。
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4）作物残留試験にかかわる職員に対する技術向上訓練の実施

2 回のセミナーのほか、各 1 回のワークショップと実地訓練が実施された。

（2）達成状況

作物―農薬の優先リストが作成され、それに基づき 17 試験が実施され、結果を評価したほ

か、フィリピン国の主要輸出品目であるバナナの試験が追加実施された。これらの試験の経

験を通じて作物残留試験マニュアル案が作成された。研修ならびに試験の実施を通じて、試

験の設計と実施に必要な情報ならびに評価法の理解が深められ、BPI スタッフは農薬会社か

ら受託し、その情報に基づいて信頼性ある SPRT 試験を実施することが可能な技術レベルに

達していると思われる。また、FPA スタッフもフィリピン国における作物残留試験実施のた

めのガイドラインを作成し、結果を評価するための知識は一応備えたと思われる。

以上の調査結果を総合的に見て、SPRT の改善に関しては、期待された成果はほぼ達成さ

れていると評価できる。

6 － 3　残留農薬実態調査法の改善

（1）活動実績

本分野における活動については、長期専門家 2 名（兼務）、C/P 6 名（BPI 4 名、FPA 2 名う

ち 1 名は臨時雇用者）で実施されている。

本分野におけるプロジェクトの具体的な活動内容は次のとおりである。

・フィリピン国における現行の農薬残留実態調査法の見直し

・他国における農薬残留モニタリング手法の調査

・農薬残留モニタリング技術の改良

1）フィリピン国における現行の農薬残留実態調査法の見直し

主要農作物と農薬の組み合わせの「優先リスト」を作成し、残留実態調査の目的が理解さ

れた。選定された農作物は、稲、マンゴー、ジャガイモ、ペチャイ、トマトの 5 種。選定さ

れた農薬は、ダイアジノン、フェニトロチオン、マラチオン、クロルピリホス、フェントエー

ト、プロフェノホス、トリアゾホス、エンドスルファン（α-体及びα-体）、エンドスルファ

ンスルフェート、ペルメトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリンの 14 種。

2） 他国における農薬残留モニタリング手法の調査

諸外国におけるモニタリング実施例を調査し、調査方法や分析方法等についての情報が収

集された。入手先は、日本、米国、ベルギー、フィンランド、スペイン。さらに、残留モニ
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タリングのためのマニュアル（素案）を作成し、報告書の様式が改善統一された。

3）農薬残留モニタリング技術の改良

14 農薬 5 作物について、各サテライト PAL と協力して全国的モニタリングが実施された。

農薬残留調査結果の取りまとめは、FPA にも提供されている。

（2）達成状況

担当C/P が、優先度の高い 5 作物 14 農薬について、各サテライトPAL と共同して残留農薬

実態調査を実施できるようになったこと（マニュアルの最終化は未了）から、成果 3 は、プロ

ジェクト終了までにほぼ達成できると評価できる。

しかし、本プロジェクトの上位目標である「農薬の残留濃度が許容基準以下の安全な食糧が

市場に提供される」ことについて、MRL が現在のところ設定されていない状況から、残留農

薬実態調査結果は十分に活用されてはおらず、今後、この上位目標達成に向けては更に活動

を継続する必要がある。

6 － 4　農薬残留基準及び農薬安全使用基準設定に必要な情報の提供

（1）活動実績

本分野における活動については、長期専門家 2 名（兼務）、C/P 5 名（BPI 2 名、FPA 3 名う

ち 1 名は契約職員）で実施されている。

本分野におけるプロジェクトの具体的な活動内容は次のとおりである。

・国民栄養調査からフードファクターを取り出すための適切な手法の導入

・フードファクターの算出

・MRL 設定及び農薬安全使用基準設定のための関係機関への科学的助言の提供

1）国民栄養調査からフードファクターを取り出すための適切な手法の導入、及びフードファ

クターの算出

食品消費調査データの内容を検討するため、FNRI による調査結果を活用し、フィリピン国

でのデータの入手方法が理解され、食品消費調査データが入手された。FAO や諸外国のMRL

を調査し、FAO ガイドラインを参考にフィリピン国での作物群が決定された。このデータを

基にフードファクターを算出した。

2） MRL 設定及び農薬安全使用基準設定のための関係機関への科学的助言の提供

SPRT で得られたデータ（プロフェノホス）を利用して暫定MRL を設定し、また、例数は

少ないもののシペルメトリン等5 農薬について、Codex MRL を暫定MRL として代入し、MRL
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設定のためのデータの収集方法及び利用方法が習得された。また、PAL が行った農薬残留実

態調査結果や SPRT 結果を利用してMRL の評価方法が習得された。

また、登録農薬についての情報を再整理するため、農薬の使用実態の調査（6 － 5 による活

動を利用）ならびに登録農薬についてのデータベースの作成により、情報管理方法が習得さ

れた。

（2）達成状況

担当C/P が、MRL を設定するまでの一連の作業手順を理解し、必要なデータを収集できた

ことから、成果 4 は、プロジェクト終了までにほぼ達成できると評価できる。

しかし、MRL 設定の優先順位、作物中の農薬残留データの要求基準及び評価方法、農薬の

登録情報の整理等のMRL 設定に際して具体的な運用が十分検討されていないので、今後、活

動を継続する必要がある。

6 － 5　農薬の安全・適正使用のための普及啓蒙改善

（1）活動実績

本分野における活動については、長期専門家 1 名、C/P 5 名（BPI 1 名、FPA 4 名うち 1 名

は契約職員）で実施されている。

本分野におけるプロジェクトの具体的な活動内容は次のとおりである。

・安全適正使用に関する研修プログラムの企画・立案

・安全適正使用に関する情報の作成

・安全適正使用に関する研修の企画・実施

1）安全適正使用に関する研修プログラムの企画・立案

農薬の安全・適正使用に関する研修プログラムを企画立案するため、農業省及び関係機関

や企業が保有する情報を収集した。対象機関は、農業省（DA）、 国立作物防疫センター

（NCPC）、 国際イネ研究所（IRRI）、 フィリピン稲研究所（PhilRice）、 FAO、 BPI、 ATI 等。ま

た、農家、農薬製造業者、農薬販売業者を対象に安全使用・適正使用に関する意識調査を行

い、農家に対する防除日誌の記載活動を行い、農薬使用の実態の把握に努めた。

2）安全適正使用に関する情報の作成

農家に対する農薬の安全・適正使用に関する情報を作成するため、上記調査を基に、啓蒙

研修資料を試験的に作成した。作成資料は、研修テキストやOHP 資料、防除衣の見本等であ

る。農薬製造業者・農薬販売業者に対しては、農薬販売店に対する講習会において上記資料
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を活用した。

3） 安全適正使用に関する研修の企画・実施

農薬の安全・適正使用に関する研修の企画・実施のため、農業技術者等に対する啓発研修

を企画、実施し（11 地域 831 名の農業技術者、4 回の会合で 153 名のATI 職員と地方の農業

技術担当者（LGU）、3 地域での防除日誌記入）、関係機関への情報の提供が行えるようになっ

た。

（2）達成状況

担当C/P が、自ら農家の実態を把握し、製造・流通業者及び農家に必要な情報を作成し、関

係機関に提供でき、関係機関向け研修プログラムを作成し、研修を実施できるようになった

ことから、成果 5 は、ほぼ達成したと評価できる。
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第 7 章　評価結果

7 － 1　妥当性

フィリピン国の食糧安全政策は Food Security Programme of the Philippines に示されている

が、FPA、BPI ともに同プログラムの下に農業省傘下の他の部局と協同して、食糧の安全確保に

あたっている。

本プロジェクトは FPA の使命である農薬製剤の取り締まりと安全使用、適正使用の推進に寄与

するとともに、BPI の使命である農薬分析データの提供を直接に支援するものであり、この点か

ら見て、フィリピン国の食糧安全政策に合致している。

農薬モニタリングシステムは FPA が監視、取り締まりを行うためのツールであり、すなわち食

糧の安全確保に直接貢献するものであるといえる。

7 － 2　有効性

（1）プロジェクト目標の達成度

プロジェクト目標にいう「残留農薬及び農薬製剤のモニタリングシステムを総合的に整備す

る」とは、具体的には以下に示すいくつかの事項を達成することである。

・農薬登録情報が整理・保存されていること。

・残留農薬実態調査（Pesticide Residue Monitoring）が体系的に実施されていること。

・残留農薬実態調査の継続的な実施の重要性を、関連機関が十分に認識すること。

・作物残留試験の方法が改善され、BPI と FPA がその試験結果を有効に利用することの重

要性、すなわち、農薬登録要件としてデータが活用されるような制度を整備することの必

要性を十分に認識すること。

・農薬の安全使用、適正使用を推進するため、関連機関の連携を強化するとともに、FPA は

その使命を実行する能力を備えること。

・BPI と FPA は協同して、上記の活動を一層推進し、プロジェクト目標の実現に努めるこ

と。

上記の事項は基本的にはプロジェクトによってその基礎が築かれたと見てよいが、以下に

各指標ごとの達成状況を記述する。

1）農薬登録情報の整理・保存

農薬登録情報はプロジェクトの実施により、以前より整理された状態で保存されるように

なった。

2）残留農薬実態調査の体系的実施
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残留農薬実態調査は、現在継続的に実施されてはいるものの、予算の制約からサンプリン

グ作物の点数が少なく、フィリピン国全土の作物をカバーするにはまだ不十分であるといわ

ざるを得ない。現在プロジェクト活動として実施している 5 作物 14 種農薬を対象とする残留

実態調査を通じて習得した技術・情報を基礎として、対象作物数を増加させ、作物の収穫時

期、作柄等を勘案したサンプリング計画が立案できるように改善する必要がある。

3）残留農薬実態調査の重要性の認識

残留農薬実態調査の関連機関としては、FPA、BPI はもとより、以下の機関が想定される。

・ 農水産品規格局（ Bureau of Agriculture and Fishery Product Standards：BAFPS）

・ 国民栄養委員会（National Nutrition Council）（農業省）

・ 国立作物保護研究所（National Crop Protection Center：NCPC）（フィリピン大学）

・ 食品・栄養学研究所（Food and Nutrition Research Institute：FNRI）（科学技術省）

現在BPI がマンデートとして実施している残留調査の目的・方法・結果の活用法等に関し、

何の組織的な取り決めもないため、結果が有効に活用されているとはいえない。FPA が BPI

と連絡をとりながら、主体的に残留調査の計画を立案して予算要求を行い、分析担当機関で

あるBPI 等に依頼するとともに、調査結果の公表・利用のためのシステムを構築することが

必要である。

4）作物残留試験結果の有効利用

作物残留試験は、従来 PAL の一部で細々と行われていたものの、目的を明確にした計画的

なものではなかった、本プロジェクトでは作物残留試験の目的を明確にし、それを達成する

ための計画立案能力を育成した。C/P グループはその能力を習得したが、BPI、FPA が組織

としてその重要性を認識しているとはいいがたい。現在フィリピン国では、農家が、農薬の

ラベルに記載されている使用方法では実際には病害虫・雑草を防除できないとしてこれを守

らず、いわゆるファーマーズプラクティスといわれる経験的な方法で施用しており、これは

農薬の不適正な使用につながっているのではないかと疑われている。この問題を解決するに

は、発生予察、栽培、作付体系等に立脚した防除体制を組み立てる必要があるが、それを所

管する機関や担当機関も明確になっていない現状にある。また、FPA は農薬の登録を所轄し

ているのであるから、有効でない施用方法を記載した農薬の登録を本来は認可すべきではな

いが、現在のところ海外で実施した試験結果のみによって認可されているものがある。フィ

リピン国における登録にあたっては、フィリピン国で実施した作物残留試験の結果の提出を

義務づけるなどの改善をする必要がある。

5）農薬の安全使用、適正使用を推進するための関連機関の連携強化

本プロジェクトでは、C/P グループが農家向けの研修プログラムを作成する能力を育成し、

実際に農民に配布する安全使用推進リーフレット（タガログ語版、セブアノ語版）や、ATI の
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普及員が農家圃場学校（Farmer Field School：FFS）で使用する指導テキストを作成した。こ

れにより、エンドユーザーである農家のみならず、FFS で農家に技術指導を行っているATI

や地方農業事務所の職員に対しても、農薬の安全使用の重要性、適正使用のあり方を啓発す

ることができた。したがって、関連機関の連携を強化できたといえる。

6）BPI と FPA の協同によるプロジェクト目標の実現

プロジェクト実施以前、すなわち 1997 年以前にはBPI と FPA の連携はほとんどとれてい

なかった。本プロジェクトではBPI、FPA の役割に応じ、それぞれからC/P を配置したこと

が、今日の協同体制確立につながったといえる。ただし、現状では協同体制が整いつつある

段階であり、実際に試験結果を共有して行政活動に反映させるには、一層の連携強化が必要

である。

（2）成果の達成度

本プロジェクトに掲げた 5 つの成果の達成度については、別途総合的に第 6 章で触れたと

おりであるが、成果の指標に照らした達成度を以下に述べる。

1）残留農薬分析及び製剤分析の技術が改善される

a．残留農薬分析

・残留農薬分析を担当するBPI の C/P がクリーンアップ法に基づく 14 の分析方法を新た

に習得し、これにより 7 作物中の 8 種農薬の分析ができる。さらに土壌、食肉、油脂、

動物性脂肪に含まれる農薬分析にも適用可能となった。

・プロジェクト中に導入し、その有用性が認められた残留農薬分析法のマニュアルのドラ

フトを作成した。

・上記の新分析方法が 5 か所のサテライト PAL でも採用され、依頼分析にも応用される

ようになった。

・多成分一斉分析法を 10 方法導入し、31 作物中の 29 農薬が分析が可能になった。この

うちの方法の 1 つは残留農薬実態調査にも応用され、5 作物中の 14 農薬の分析が可能で

ある。

b．農薬製剤分析

・プロジェクト中に導入し、その有用性が認められた農薬製剤分析法 31 方法のマニュア

ルのドラフトを作成した。このマニュアルに基づき、農薬の有効成分を分析できるよう

になった。

・BPI と FPA が協同して、農薬製剤モニタリングのサンプリング計画を作成し、この計

画に基づいて 8 の地域（Region）から 220 のサンプルを収集、分析した。

・FPA からの C/P は、実際には分析を行わないが、方法論の概略を理解することにより、
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BPI の活動及び分析データの取り扱いに対する理解が深まった。

以上の達成状況から見て、成果 1 は達成されたと評価した。

2）作物残留試験の方法と技術が向上する

・ 作物残留試験のマニュアルのドラフトを作成した。

・ 10 作物を対象に 19 の作物残留試験を計画、実施した。

・ 重要な作物と農薬の組み合わせ 23 種について残留農薬データを収集、精査した。

これらの活動は、BPI 及び FPA のC/P が協同して行い、その意義・方法論を理解するとと

もに、C/P のみでの実施が可能になっている。以上の状況から、成果 2 は達成されたと評価

した。

3）残留農薬実態調査の方法が改善される

・重要な作物と農薬の組み合わせを検討し、優先的なものを選定した。

・残留農薬実態調査のガイドライン一式のドラフトを作成した。

・このガイドラインに基づき中央 PAL 及びすべてのサテライト PAL 合計 6 か所で重要度

の高い 5 作物 14 農薬に関する残留農薬実態調査を実施した。

以上の状況から見て、成果 3 はプロジェクト終了までに達成できると見込まれた。

4）MRL 及び農薬の安全使用基準の設定のために必要な情報が関係機関に提供される

・MRL を設定するために必要なデータを入手し、数例の設定シミュレーションを実施して、

MRL の設定方法を演習した。

・Codex MRL に基づき、暫定的なMRL（案）を設定した。

・数種の農薬についてフードファクターや暫定MRL、作物残留試験結果を用いてリスク評

価（Risk Assessment）を行った。

以上の状況から見て、成果 4 はプロジェクト終了までに達成できると見込まれた。

5）農薬の安全な取り扱いと適正使用に関する情報普及活動が向上する

・C/P は農家実態調査を通じて、農薬の実際の使用状況を認識した。

・また農薬の安全な取り扱いと適正使用に関する資料を作成し、農家をはじめ農薬を取り

扱う人たちに情報を提供した。

・資料は農業研修局（ATI）、フィリピン作物保護協会（Crop Protection Association of the

Philippines ：CPAP）、Local Government Unit （LGUs）を通じて提供している。

これらの活動は、FPA の C/P が中心となって資料・テキストの作成を行い、BPI の C/P は

必要な分析データを提供して科学的な根拠づけを行っている。これらの状況から見て、成果

5 は達成されたと評価した。
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7 － 3　効率性

（1）専門家派遣

各成果と長期専門家の担当分野の関係は次のとおりである。

①残留農薬分析、②作物残留試験及び③安全使用普及啓発の分野についてはプロジェクト

期間を通じて長期専門家が派遣され、継続的に C/P の指導にあたった。その他の分野につい

ても適宜短期専門家が派遣されて C/P の指導を行った。

残留農薬分析担当の専門家の派遣交代時期に 2 か月のギャップがあったが、この間、短期

専門家を派遣し、活動への支障は生じなかった。なお、農薬製剤分析担当の専門家派遣は

R/D で示されたとおりプロジェクト発足後 2 年間で終了したが、その後の技術上の問題への

対処については、必要に応じ残留分析の専門家が担当しており、特に問題はない。

農薬安全使用指導（農薬の安全な取り扱いと適正使用に関する情報普及活動の向上）分野を

担当する専門家の派遣は当初プロジェクト後半からの計画であったが、初期段階からプロジェ

クトに組み込むよう計画を見直し、第 2 年次に派遣した。MRL 設定関係については、ポイン

トを絞りながら短期専門家を何度か派遣することにより、効率的に技術移転を行った。

専門家の派遣人数、担当分野、派遣時期・期間ともにすべての活動分野について適切であ

り、派遣指導の成果は有効であったと判断される。

（2）C/P 研修

日本で研修を受けた C/P は、全員が帰国後研修報告をしており、他の C/P への技術・情報

の伝達・共有を行っている。また、一部の C/P は研修で習得した技術・知識を日常の業務に

活用しており、研修の成果は十分にプロジェクトの活動に活用されたといえる。

（3）供与機材の活用

基本的な分析機器は本プロジェクトに先立ち、日本の無償資金協力で供与されたものであ

るが、これらのスペアパーツ及び消耗品や試薬などを本プロジェクトで調達、供与した。こ

れらは、分析技術の習得上必要が生じて購入したものである。これらの調達品はすべて有効

に活用されている。また、供与された車両は、セミナーの実施や作物残留試験圃場への移動、

残留農薬モニタリングに使用する作物サンプルの調達などに有効に利用されている。

（4）作物残留試験用の圃場整備

日本がコスト負担し、追加的に整備した作物残留試験用の圃場は、本プロジェクトにおい

て、作物残留試験の方法を指導するためには必要不可欠なものであった。プロジェクト期間

中実施された作物残留試験 18 のうち 9 試験がこの圃場で行われており、プロジェクトの円滑
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化に大きく貢献したといえる。圃場整備は日本がその整備費用を負担したが、その効用は十

分にあったと評価できる。

（5）C/P 配置ほか

FPA 長官はこの 2 年程度不在であり、これが FPA のイニシアティブが弱かった一因と考え

られる。またBPI の本局と PAL が位置的に離れていたことについては、プロジェクト側が積

極的に本局と連絡をとっており、問題はなかった。これら BPI 及び FPA の組織的なイニシア

ティブ、及び BPI の本局と PAL との関係については、今後一層の関係強化が望まれる。

7 － 4　インパクト

（1）上位目標に対するインパクト

プロジェクト実施以前も PAL は作物中の残留農薬分析と、農薬製剤の分析を行ってはいた

が、BPI 独自の活動として行っていたもので、サンプリングの対象選定など体系だった計画で

はないうえ、その目的も明確ではなかった。また、FPA との連携もなかったため、分析結果

はもっぱら BPI が保管し、FPA が活用することはほとんどなかった。

本プロジェクトにより、BPI の分析技術が向上し、その分析結果を FPA と BPI が有効活用

すれば、作物中の残留農薬を監視し、品質の不十分な農薬を取り締まることが可能になる。同

時に農薬の安全使用、適正使用を推進することは、上位目標である「農薬の残留濃度が許容基

準以下の安全な食糧が市場に供給される」を達成するための最大の要件であり、本プロジェク

トは上位目標に対して大きく効果を発揮しているといえる。

（2）その他のインパクト

1）技術面でのインパクト

本プロジェクトで導入した新しい分析手法により、農薬に関する分析データの信頼性が増

し、MRL 設定等に活用可能なデータが得られるようになったことは、十分に評価できる。

2）組織面でのインパクト

本プロジェクトの実施により、農薬モニタリングの目的、分析結果の活用方法が明確にな

るとともに、FPA と BPI のそれぞれの役割が体系的に位置づけられたため、両者の連携が緊

密になった。すなわち、BPI は残留農薬及び農薬製剤を分析し、データを提供する一方、FPA

はそれを活用し、登録農薬の適正管理を推進する役割を担うことになる。

いまだ行政組織や、法制度が十分に整備されていないこともあって、現在のところ上記に

いう FPA の役割が十分に発揮されているとはいいがたいが、FPA の機能を支えるに足る科

学的根拠を BPI が提供しうること、その意義を FPA が十分に認識するようになったことは、
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本プロジェクトから派生した大きなインパクトであるといえる。

さらに、新設された農水産品規格局（BAFPS）にもそのデータ提供を通じて、連携が可能

になった。

3）農薬取り扱い者に対するインパクト

本プロジェクトで情報を普及させたことにより、農家は以前にまして農薬の安全使用、適

正使用に留意するようになったといえる。同時に、農薬取り扱い者（販売者や農業改良普及

員を含む）もまた安全使用、適正使用への関心が高まったといえる。

7 － 5　自立発展性

（1）組織面から見た自立発展性

本プロジェクト開始当初は、FPA と BPI の連携は十分にとれてはいなかったが、現在はそ

れぞれの役割を体系づけて理解することにより、連携体制が築かれつつある。今後はプロジェ

クトの実施により培われた農薬分析技術やデータの評価能力、試験立案能力などを FPA、BPI

の使命に組み込むことにより、プロジェクトの便益を維持していくことが重要である。

また、C/P のうち数名は契約職員であるものの、プロジェクト活動に積極的にかかわってき

ており、また技術移転もなされているため、これら C/P に移転された技術が、プロジェクト

終了後も実施機関に定着するような措置がとられることが必要である。

（2）財政面から見た自立発展性

プロジェクト終了後は、ローカルコストという形での日本からの援助のみならず、フィリ

ピン国側で手当てしていた海外援助プロジェクト基金（FAPF）も打ち切られることになり、機

器のメンテナンス費、部品代、試薬購入費などを PAL（BPI）が自ら確保していく必要がある。

これまでの実績を見ると PAL の経常予算は近年 700 万ペソ前後ということだが、機器のメン

テナンスを考慮すると、十分な額とはいえないと考えられる。

PAL は委託分析も実施しており、それによる収入があるものの、BPI においては年間 100 万

ペソ以下の収入はすべて農業省に戻さねばならない（100 万ペソを超える場合はその 20％を

自己収入として確保することができるとのこと）。また、農業省予算で賄われてはいるものの、

そもそもの委託分析料金の設定についても検討の余地があると思われる。

PAL の分析活動は、FPA に科学的根拠を与えるものでもあり、その活動はBPI 内だけにと

どまるものではないため、そのデータを活用する FPA にも応分の負担が期待される。した

がって、今後の予算確保にあたっては、PAL の食糧安全確保における役割を十分に強調し、そ

の重要性をアピールするとともに、FPA としても PAL の運営予算の一部を負担するよう考慮

した予算編成を検討する必要がある。
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（3）技術面から見た自立発展性

本プロジェクトにより、C/P はほぼ期待に応えられる技術水準に達したといえる。しかし、

分析分野については、一般的に常により高精度の分析手法を追い求めることが期待されてお

り、これを自ら開発、習得できてはじめて自立発展性があるといえる。例えば今後技術革新

により新たな分析手法が開発された場合、その情報を入手し、自ら習得することが必要にな

る。プロジェクトを通じ、C/P はそのような能力を身に着けてきているものの、今後も継続的

な努力が期待される。

また、上位目標との関係においては、今後分析対象農薬を増やし、新たな分析手法を開発

あるいは習得していく必要がある。これらすべてに対応する水準にはまだ届いていないと考

えられるが、職員間で切磋琢磨することにより、可能な限り対応していくことが求められる。

また、習得された技術が個人にとどまることなく、他人へ技術移転されることが必要である

ことを指摘した。



─ 36 ─

第 8 章　結　　論

8 － 1　今後の協力のあり方

当初設定された 5 つの成果についてはほぼ達成しており、モニタリング体制の基礎となる部分

は整備されたと考えられる。したがって、予定どおり 5 年間で協力を終了することとする。しか

しながら、この体制が十分に機能していくためには、本計画で実施している活動の継続及び農薬

行政全体を見据えた個々の活動の一層の連携が望まれる。また全体のビジョンをもって BPI 及び

FPA が協同し、今後の活動計画を策定していくことが必要となる。

8 － 2　教訓と提言

8 － 2 － 1　教　訓

（1）成果とC/P グループの構成

本プロジェクトでは 5 つの成果に対応する形で C/P グループを構成し、その活動を進め

てきた。当然のことながら、C/P によっては 2 つのグループに属する者もあったが、このグ

ループ別方式は、今回のように成果の発現のために複数の機関の連携を必要とする場合に

は特に、成果を明確にするうえで非常に有効である。

ただし、本プロジェクトでは、残留農薬分析グループは農薬の分析手法の向上にもっぱ

ら集中するのに対し、作物残留試験や残留農薬実態調査グループは、試験や調査を計画、実

施する能力を確立するのが主目的ではあるものの、その根拠には農薬分析があるという包

含関係にあり、各グループの担当範囲が分かりづらいという側面もあった。現実には、派

遣専門家の適切な指導により、その担当範囲も順調に理解された。

（2）臨時職員への技術移転

本プロジェクトでは、C/P として臨時職員が雇用され、プロジェクトに配置されるという

事態が生じた。公務員の雇用体制上、プロジェクトにより急な定員増加が困難であること

は想像に難くないが、最終的には個人のスキルに帰するような技術の移転に臨時職員をあ

てた場合、プロジェクト終了後にその職員が解雇されて、技術移転の努力が無駄になる可

能性があることに留意し、その技術が何らかの形で組織に残るような措置を求める必要が

ある。

（3）海外援助プロジェクト基金に代わる予算の早期検討

海外援助プロジェクト基金による補助はプロジェクト推進のためには必要不可欠ではあ
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るが、プロジェクトによる活動及びそれから生み出される便益は、結局その基金の投入が

あってこそ成り立つものとなってしまい、同じ便益をプロジェクト後も維持しようとする

と、予算獲得面で大きな問題に直面することになる。プロジェクト基金を否定するもので

はないが、ポストプロジェクトの便益維持を考慮して、基金に代わる予算獲得方法の検討

を早期に始める必要があると考えられる。

（4）プロジェクト開始前の制度の運用状況等に係る調査

本プロジェクト開始前には、フィリピン国側からは最大残留基準設定に必要となるデー

タや、農薬行政に係る各種の制度等が整備されているとの説明があったが、実際にはデー

タが不十分であったり、制度は存在するものの十分に機能していないという状況があった。

本件については事前の調査期間等も限られており、実情をつかむのは困難であったと思わ

れるが、今後はある程度時間をかけて実情を把握しておくことがプロジェクトの円滑な推

進に役立つと考えられる。

（5）複数の C/P 機関に対する技術協力

通常は複数の C/P 機関を設定しても、プロジェクトが進むうちにそのなかのどれかに重

点が偏ってしまうケースが想定されるが、本プロジェクトでは、本来FPA と BPI が協同し、

FPA が BPI のデータに依拠する形で農薬行政が進められるべきであるという図式が明確で

あったため、むしろ、FPA と BPI との連携が強化されたという点で成功例であるといえる。

8 － 2 － 2　提　言

（1）移転した技術の定常業務化

本プロジェクトの C/P には一部、プロジェクト実施のために雇用された臨時職員が含ま

れており、これら臨時職員がプロジェクト終了後解雇された場合には、その C/P の分だけ

移転した技術が失われることになる。プロジェクト目標である「残留農薬及び農薬製剤のモ

ニタリングシステムの総合的整備」という観点からも、現状程度の人員配置は能力維持のた

め必要である。

このため、プロジェクトで目標とした「残留農薬及び農薬製剤のモニタリングシステム」

の全体像のうち、FPA と BPI の担当部分を明確にするとともに、上記の臨時職員に移転し

た技術が維持されるよう、またプロジェクト活動で実施していた部分を本来の活動として

いくよう対応する必要がある。
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（2）FPA・BPI 連携活動計画の策定

プロジェクトから、本評価前にリーダー名で農業省、BPI 及び FPA それぞれに今後の活

動計画について質問するレターを発出しており、今回調査団が現地滞在中にそれぞれの機

関から個々に回答が提出された。しかしながら、農薬モニタリング体制は BPI と FPA が共

に全体計画を策定したうえでそれぞれの役割を果たしていくことが必要であり、その必要

な経費を確保するという点からも、一層の協調体制が望まれる。このような背景から、BPI

及び FPA 共同で 3 年間の総合計画を策定し、農薬モニタリングを国家プログラムとして位

置づけることを提案する。計画では、目標、活動内容、人員配置、予算を明示し、具体的な

活動計画を示すことが望ましい。同時に農業省はこの計画に必要な予算、人員その他の措

置を講じるものとする。

なお、この計画についてはフィリピン国側により主体的にプロジェクト終了前に作成さ

れることが必要である。また、専門家による助言が与えられることが望ましい。

（3）農薬登録時の作物残留試験結果添付の義務化

新しい農薬製剤の登録にはガイドラインに従ってフィリピン国内で行った作物残留試験

の結果を添付するとともに、関係者すべてが協議したうえで登録することが望ましい。作

物残留試験の結果は登録のみならず、ラベルに記載の農薬使用法にも適切に反映されるも

のとする。

（4）農業省の協力体制

農業省はプロジェクトの成果を今後とも維持するため、省内部局及び外庁や関連機関の

連携を深めるよう努力することが望まれる。

8 － 3　団長所感

（1）当初 R/D で記載された 5 つの活動項目は、専門家の精力的な取り組みもあり、達成される

ものと思われる。しかしながら、プロジェクトの目的であるモニタリングシステムを総合的に

整備するには、この活動の継続により各機関の連携の強化及び科学情報の蓄積を図ることが必

要であり、これらの体系を有効化させるフィリピン国側の運営管理能力の強化について、今後

ともプロジェクト活動を見守る必要がある。

（2）プロジェクトは、風野リーダー以下専門家が、当初から相手側 C/P を実施主体者と位置づ

けて、側面から支援するという姿勢で取り組まれていた。その意味で、相手のオーナーシップ

を尊重するという協力の本来のあり方が具現されており、専門家・C/P のやりとりを見聞して



─ 39 ─

いても好感がもてた。

（3）今回、早めの段階から、協力の延長はないことが、専門家を通して相手側に伝えられていた。

先方の次官、部長クラスは挨拶などで延長の希望を述べることはあったが、それ以上の固執は

せず、結果として、調査を円滑に実施することができた。本調査は、東京の関係機関と現地の

事務所、専門家が密接な連絡を図って行われた好例と思われる。

（4）協力を終了するという方針が既にあったことから、成果については、できるだけ、肯定的に

見ようと努めた。肯定的過ぎという嫌いがないわけでないが、PDM にいう活動項目は、ほぼ

達成されており、技術協力の実施については成功であったと評価される。しかしながら、個別

の活動項目は一定水準に到達したとしても、これらの活動項目が総合に連携され体系化される

ことが必要であり、この点での相手側機関（BPI、FPA）の組織能力の強化については、今後

継続して見守る必要がある。

（5）本プロジェクトは、無償資金協力で供与された施設、機材を有効活性化させようとする目的

があった。機材の維持管理が高額となるような機材の供与にあたっては、相手側の財政的負担

能力を十分に調査し、機材の数量を決定する必要がある。
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